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大型車の車輪脱落事故防止に係る一斉点検の実施について（再周知） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当協会の業務運営にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 大型車の車輪脱落事故防止に係る一斉点検の実施について令和５年１２月６日沖ト協発

第１５１号「トラックにおける安全確保の徹底について」により通知をした所ですが、今

般、令和５年１２月２３日、沖縄県浦添市伊祖国道３３０号の宜野湾市向け車線で事業用

自動車（大型トラック）の左後輪タイヤ１本が外れ、後続の自家用自動車等４台が外れた

タイヤに乗り上げる等により車両を損傷させる事故が発生しました。 

 大型車は事故が起こると重大な被害に繋がることから、日頃の点検整備を徹底するとと

もにタイヤの脱着作業を行った場合には、下記事項の徹底について再度ご確認をお願い致

します。 

 また、沖縄総合事務局運輸部長より周知依頼がございますので、今一度、下記事項の徹

底について確認を行うとともに、会社内周知の徹底をお願い致します。 

敬具 

 

① 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者に対して、タイ

ヤ脱着作業管理表に沿って作業を実施し、その結果を記録させて、適切なタイヤ脱着

作業が行われていることを確認すること。 

② 整備管理者は、タイヤ脱着作業管理表を使用して、タイヤ脱着作業後の増し締めの実

施結果を記録し、確実に増し締めが実施されていることを確認すること。 

③ 整備管理者は、日常点検実施者に日常点検表を使用して、「ホイール・ナットの緩み及

び脱落」、「ホイール・ボルト付近のさび汁痕跡」、「ホイール・ナットから突出してい

るホイール・ボルトの不揃いの確認」及び「ホイール・ボルトの折損等の異状」の点

検を確実に行わせること。 

 

           ＜本件に関するお問合せ先＞ 

（公社）沖縄県トラック協会 適正化事業課 ＴＥＬ098-863-0280 
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令 和 ５ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日 

 

 

公益社団法人沖縄県トラック協会会長 殿 

 

 

内閣府沖縄総合事務局運輸部長 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止に係る一斉点検の実施について（再周知） 

 

  

大型車の車輪脱落事故防止に係る一斉点検の実施については、令和５年１２月５日付け府運

車安第５９５号「大型車の車輪脱落事故防止に係る一斉点検の実施について（依頼）」により通知

したところですが、今般、令和５年１２月２３日、沖縄県浦添市伊祖国道３３０号の宜野湾市向け車

線で事業用自動車（大型トラック）の左後輪タイヤ１本が外れ、後続の自家用自動車等４台が外れ

たタイヤに乗り上げる等により車両を損傷させる事故が発生しました。 

 貴協会傘下会員の事業者に対しては、大型車は事故が起こると重大な被害に繋がることから、

日頃の点検整備を徹底するとともにタイヤの脱着作業を行った場合には、下記事項の徹底につい

て再周知をよろしくお願いします。 

①  整備管理者は、自社で大型車のタイヤ脱着作業を行うときは、作業者に対して、タイヤ脱

着作業管理表に沿って作業を実施し、その結果を記録させて、適切なタイヤ脱着作業が行

われていることを確認すること。  

② 整備管理者は、タイヤ脱着作業管理表を使用して、タイヤ脱着作業後の増し締めの実施結

果を記録し、確実に増し締めが実施されていることを確認すること。  

③ 整備管理者は、日常点検実施者に日常点検表を使用して、「ホイール・ ナットの緩み及び

脱落」、「ホイール・ボルト付近のさび汁痕跡」、「ホイール・ナットから突出しているホイール・

ボルトの不揃いの確認」及び「ホイール・ボルトの折損等の異状」の点検を確実に行わせる

こと。 

 また、下記の行為について、法令違反が確認された場合には厳正に対処していくこととしますの

で併せてご了知願います。 

 

【参考】「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」

から一部抜粋 

道路運送車両法第４１条違反 

① ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱

落事故が発生したもの 

初違反（２０日車）、再違反（４０日車） 



 

 

道路運送車両法第４７条の２、同法第４８条違反 

① 日常点検の未実施 

初違反（警告～５日×違反台数）、再違反（３日～１０日×違反台数） 

② 定期点検整備の未実施： 

初違反（警告～１０日×違反台数）、再違反（５日～２０日×違反台数） 

 

道路運送車両法第５３条 

① 一定期間に複数回の車輪脱落事故を惹起した自動車運送事業者等に対し整備管理者の 

解任命令違反 

初違反（４０日車）、再違反（８０日車） 

 

  

 







 
令和５年 12 月 26 日 

                            物流・自動車局  
自 動 車 整 備 課  

車に関わる全ての皆様へお願いです 

近年、大型車のタイヤ脱落事故は増加傾向にあり、これまで国土交通省においてはタイヤ脱落事

故防止に関する取組みを進めてまいりました。しかし、令和５年度の事故件数は 11 月末時点でほ

ぼ昨年度と同じ件数となっており、冬季を迎え、大型車に限らず自家用車のタイヤ脱落による重大

事故も発生しています。 

そのような状況を踏まえ、国土交通省では、国民の皆様へタイヤ脱落事故の危険性を認識してい

ただきたいため、再度啓発いたします。 

事故後に後悔しないためにも、適切な脱着作業や増し締めを実施してください。 

タイヤ脱着後や運転前にもう一度、タイヤの確認作業をしてみませんか？  

 

【大型車のタイヤ脱落事故の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

重大事故は、あなたの“タイヤ脱着作業後・運転前のチェック”で防げる可能性があります！  

【添付資料】 

タイヤ脱落事故防止啓発チラシ 
 

【大型車タイヤ脱着作業のポイント】 

  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/tenken/t2/t2-1/#4point 

国土交通省から車に関わる全ての皆様へお願いです。 

周りの、そして自分の人生を一変させてしまう前に、もう一度、ご自身の車のタ

イヤ点検をしてみませんか？ 

<問い合わせ先> 

物流・自動車局 自動車整備課 杉本、森山、坂本、本田 

代表:03-5253-8111（内線：42412,42413） 直通:03-5253-8599 

出典：令和４年度「大型車の車輪脱落事故防止対策 

に係る調査・分析検討会資料」 

事故の63％ 
「冬用タイヤ等交換後」に

発生！ 

※令和５年度については速報値 

大型車の車輪脱落事故発生件数 タイヤ脱着作業内容別発生件数 



事故後に後悔しても過去には戻れません。

国土交通省から車に関わる全ての皆様へお願いです。

タイヤ脱落事故は非常に危険です。周りの、そして自分の人生を一変させてしまう
その前に、皆様の車のタイヤ、もう一度みてみませんか？

なんでやらなかったんだ！

「あのときしっかり見ていれば・・・」

「まさか私が加害者に・・・」

画像出典：MLIT Channel







府運車安第５９５号 

令和５年１２月５日 

 

沖縄県トラック協会会長 殿 

 

沖縄総合事務局運輸部長 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止に係る一斉点検の実施について（依頼） 

 

 

 大型車の車輪脱落事故防止については、本年も「令和５年度緊急対策」として 10 月から

令和６年２月末を重点的に取り組んでいるところですが、12 月１日、午後３時 50 分頃、

青森県八戸自動車道下り線において、走行中の大型トラックから左後輪のタイヤが脱落し、

道路保全工事を行っていた作業員に衝突、１名が死亡、１名が軽傷を負う事故が発生した。

また、11 月 30 日、島根県の国道においても大型トラックから脱落したタイヤが歩行者に

衝突し、当該歩行者が重傷を負う事故が発生しました。 

本件事故については、事業者からの報告によると、ともに冬用タイヤ交換後間もなく発

生したとの情報がございます。 

つきましては、貴傘下会員のトラック運送事業者に対して、保有車両のホイール・ナッ

トの緩みの確認及びタイヤ脱着作業後の増し締めが確実にされているかについて一斉点検

を実施させるとともに、改めてタイヤ脱着作業や保守管理を適切に行うよう周知徹底方よ

ろしくお願いします。 
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